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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】水がケーブル内部に浸入するのを防止しながら
、改良された疲労強さの特性を備えた海中電力ケーブル
を提供する。
【解決手段】金属防水バリア５で囲まれた絶縁体２，３
，４で囲まれた電気導体１を含む海中電力ケーブル１０
であって、該金属防水バリア５を囲む半導電性接着剤層
６と、海水と電気的に接触することが可能で、該半導電
性接着剤層６を囲む半導電性ポリエチレンジャケット７
と、をさらに含み、該金属防水バリア５、該半導電性接
着剤層６及び該半導電性ポリマージャケット７の重ね合
わせが三層シースを形成する海中電力ケーブル。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属防水バリア（５）で囲まれた絶縁体（２，３，４）で囲まれた電気導体（１）を含
む海中電力ケーブル（１０）であって、
　該金属防水バリア（５）を囲む半導電性接着剤層（６）と、
　海水と電気的に接触することが可能で、該半導電性接着剤層（６）を囲む半導電性ポリ
エチレンジャケット（７）と、をさらに含み、
　該金属防水バリア（５）、該半導電性接着剤層（６）及び該半導電性ポリマージャケッ
ト（７）の重ね合わせが三層シースを形成する海中電力ケーブル。
【請求項２】
　前記半導電性ポリマージャケット（７）が前記海中電力ケーブル（１０）の最も外側の
層である請求項１に記載の海中電力ケーブル。
【請求項３】
　前記半導電性接着剤層（６）が、ホットメルト接着剤層である請求項１または２に記載
の海中電力ケーブル。
【請求項４】
　前記半導電性接着剤層（６）が、押し出し成形された層であり、かつ／または前記半導
電性ポリマージャケット（７）が押し出し成形されたジャケットである請求項１から３の
いずれかに記載の海中電力ケーブル。
【請求項５】
　前記金属防水バリア（５）が銅防水バリアである請求項１から４のいずれかに記載の海
中電力ケーブル。
【請求項６】
　前記金属防水バリア（５）が金属管である請求項１から５のいずれかに記載の海中電力
ケーブル。
【請求項７】
　前記金属防水バリア（５）が溶接金属管である請求項１から６のいずれかに記載の海中
電力ケーブル。
【請求項８】
　前記絶縁体が第１の半導電性層（２）と、該第１の半導電性層（２）を囲む電気絶縁層
（３）と、該電気絶縁層（３）を囲む第２の半導電性層（４）と、を含む請求項１から７
のいずれかに記載の海中電力ケーブル。
【請求項９】
　請求項１から８に記載の海中電力ケーブル（１０）の三層シースの製造方法であって、
　ii　金属防水バリア（５）を加熱するステップと、
　iii 金属防水バリア（５）の周りに半導電性接着剤層（６）を付するステップと、
　iv　三層シースを形成するように半導電性接着剤層（５）の周りに半導電性ポリマージ
ャケット（６）を付するステップ、を含む製造方法。
【請求項１０】
　付するステップiii及び／またはivが、押し出し成形によって行われる請求項９に記載
の製造方法。
【請求項１１】
　i　加熱するステップii の前に、金属ストリップを長手方向に溶接し、溶接金属管の直
径を減少させるステップ、をさらに含む請求項９または１０に記載の製造方法。
【請求項１２】
　２箇所の固定点の間で海中に伸びる、請求項１から８のいずれかに記載の海中ケーブル
（１０）を含む沖合設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、高い疲労耐性のシースを提供する海中電力ケーブル、該海中ケーブルを含む
沖合設備及び該シースの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な海中電力ケーブルは、金属スクリーンに囲まれた、絶縁された電気導体を含み
、該金属スクリーンは、該海中電力ケーブルの製造、据付及び使用時に、水の浸入及び機
械的な磨耗または力に耐えることができる。一般的に、絶縁された電気導体の絶縁体は、
内側の半導電性シールド、絶縁体本体及び外側の半導電性シールドなどの、複数の層を含
む絶縁システムである。
【０００３】
　海中ケーブルは動的な海中ケーブルであっても静的な海中ケーブルであってもよい。
【０００４】
　動的な海中ケーブルは、主に水面下で吊り下げられる。たとえば、動的な海中ケーブル
は、石油及び／またはガスを海中の井戸から取り出す、浮いているプラットフォームに接
続することができる。このケーブルタイプは、たとえば、プラットフォームと海底など、
２箇所の固定点の間で、海中に自由に延ばすことができ、したがって、潮流及び風による
運動を含む海の運動とともに運動する。
【０００５】
　静的な海中ケーブルに関しては、主に海底に敷設される。このケーブルは、２箇所の固
定点の間で海底に伸ばされるので、動的な海中ケーブルと比較して実質的に運動しない。
【０００６】
　一般的に海中ケーブルは、中電圧または高電圧の電力を伝送するのに使用される。ここ
で、中電圧とは、約１ｋＶから約４０ｋＶまでを指し、高電圧とは、約４０ｋＶから約３
００ｋＶまたはそれ以上を指す。海中電力ケーブルは、交流（ＡＣ）または直流（ＤＣ）
電力に使用することができる。
【０００７】
　例として、特許文献１は、金属スクリーンとして、絶縁された電気導体を囲む金属管の
保護シースを含む海中電力ケーブルを記載している。
【０００８】
　しかし、上記金属管の保護シースの疲労強さは、該海中電力ケーブルの製造、据付及び
使用時に、機械的な磨耗または力から十分に該海中電力ケーブルを保護するように最適化
されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】EP-A1-1 933 333
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、先行技術の上記の課題を解決することを求め、水がケーブル内部に浸入する
のを防止しながら、改良された疲労強さの特性を備えた海中電力ケーブルを提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　このために、本発明の目的は、金属防水バリアに囲まれた絶縁体に囲まれた電気導体を
含む海中電力ケーブルであって、上記金属防水バリアを囲む半導電性接着剤層、海水に電
気的に接触することができ、上記半導電性接着剤層を囲む半導電性ポリマージャケット、
をさらに含み、上記金属防水バリア、上記半導電性接着剤層及び上記半導電性ポリマージ
ャケットの重ね合わせが三層シースを形成する海中電力ケーブルを用意することである。
【００１２】
　本発明に関して、「半導電性」という用語は、「導電性」を意味すると理解される。
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【００１３】
　「金属防水バリア」という表現は、電気導体の絶縁物への、水分または水の浸入を防止
する保護層と理解される。
【００１４】
　「三層シース」という表現によって、中間層として、接着剤層が、一方の側からの金属
層及び他方の側からのジャケットと、直接（物理的に）接触することが理解される。
【００１５】
　本発明の一つの利点は、三層シースが疲労強さの改良を顕著にもたらすという事実に起
因する。
【００１６】
　さらに、半導電性接着剤層は、金属防水バリア及び半導電性ポリマージャケットの両方
に十分に親和性がある。したがって、接着剤層の、金属防水バリア及び半導電性ポリマー
ジャケットの両方への強い結合により、三層シースは、層分離に対する高い耐性を有する
。
【００１７】
　さらに、半導電性接着剤層は、金属防水バリアと半導電性ポリマージャケットとの間に
特別な電気的性質を与え、その電気的性質は、ジャケットを傷つける可能性のある、金属
防水バリアに沿った電圧が存在するのを防止する。換言すれば、その電気的性質は、海中
電力ケーブルが海につけられた場合に、金属防水バリアと半導電性ポリマージャケットと
の間に生じる、好ましからざる絶縁破壊を防止する。
【００１８】
半導電性接着剤層
　本出願において「ポリマー」という用語は、「ホモポリマー」または「コポリマー」を
意味する。
【００１９】
　半導電性接着剤層は、金属防水バリアと半導電性ポリマージャケットとの間良好な電気
的接触を与える。半導電性接着剤層は、好ましくは押し出し成形しやすく、半導電性ポリ
マージャケットのポリマー材料と同様の化学的性質であり、アクリル酸またはアクリル酸
エステルのような、反応性のカルボキシル基を備えたモノマーによって変化させた（たと
えば、接木された）有機ポリマーと、上記層を半導電性にするのに十分に充填する、たと
えば、成分の重量の４乃至３０％の充填する、半導電性の充填物と、を含む複合材料から
作成することができる。
【００２０】
　上記複合物は、経年変化現象に対する保護剤、金属不活性化剤、付着促進剤、粘着付与
剤、潤滑剤などのプロセス助剤、カップリング剤、火炎防止充填物、またはこれらの混合
物の一つから選択される少なくとも一つの添加剤をさらに含むことができる。
【００２１】
　上記有機ポリマーは、一般的に、たとえば、ポリオレフィンのような熱可塑性またはエ
ラストマーのポリマー材料であり、さらに、とりわけエチレンベースのポリマーであって
よい。
【００２２】
　半導電性の充填物は、銀、アルミニウムまたはカーボンの充填物、さらに、とりわけ、
カーボンブラックの充填物であってよい。
【００２３】
　保護剤（または保護剤の組み合わせ）は、当該技術分野で周知の酸化防止剤を含んでよ
い。例として、立体障害性フェノール、特に、Ciba Specialty Chemicals によって商品
化されたIrganox MD 1024のように金属不活性化剤として機能する立体障害性フェノール
、Ciba Specialty Chemicals によって商品化されたIrgafos 168 のようなホスホン酸ま
たはホスホン酸塩ベースの酸化防止剤、重合2, 2, 4-トリメチル-1, 2-ジヒドロキノリン
 (TMQ)のようなアミンベースの酸化防止剤をあげる。
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【００２４】
　好ましい半導電性接着剤層は、半導電性のホットメルト接着剤層である。本発明で使用
することのできる周知の半導電性のホットメルト接着剤材料は、たとえば、フランスのNe
xansによって商品化された参照番号N 2910 BG であってもよい。
【００２５】
　半導電性ではない他のホットメルト接着剤材料は、半導電性であるものに加えるかまた
は半導電性の充填物と混合してもよい。上記の半導電性ではないホットメルト接着剤材料
は、DSM によって商品化されたYparex (マレイン酸無水物で修飾したポリエチレン) 、 D
upont によって商品化された Fusabond (無水物で修飾したポリエチレン) 、Arkemaによ
って商品化されたOrevac (エチレン・酢酸ビニルベースのターポリマー)または Lotader 
(エチレン・アクリル酸塩ベースのターポリマー) の商標のうちの一つであってもよい。
【００２６】
　さらに、半導電性接着剤層は、架橋結合していないのが有利である。
【００２７】
半導電性ポリマージャケット
　半導電性ポリマージャケットは、一般的に、好ましくは押し出し成形しやすく、半導電
性の充填物を混入することによって半導電性とされた、電気絶縁用途で使用される任意の
ポリマーである。
【００２８】
　上記のポリマーは、一般的に、ポリオレフィン、とりわけエチレンベースのポリマーの
ような、熱可塑性またはエラストマーのポリマーである。
【００２９】
　半導電性の充填物は、銀、アルミニウムまたはカーボンの充填物、特にカーボンブラッ
クファイバーであってもよい。
【００３０】
　半導電性ポリマージャケットのポリマー材料がポリオレフィン・ベースである場合に、
半導電性接着剤層の有機ポリマーもまたポリオレフィンであってよい。
【００３１】
　とりわけ、半導電性ポリマージャケットのポリマー材料がポリエチレン・ベースである
場合に、半導電性接着剤層の有機ポリマーもまたポリエチレンであってよい。
【００３２】
　好ましい半導電性ポリマージャケットは、成分重量で４乃至３０％のカーボンブラック
を配合した、直鎖型の低密度、中密度または高密度のポリエチレンから得られる。
【００３３】
　本発明の特定の実施形態によれば、半導電性ポリマージャケットは、ケーブルの最も外
側の層であってよい。
【００３４】
　さらに、半導電性ポリマージャケットは、架橋結合していないのが有利である。
【００３５】
金属防水バリア
　本発明による金属防水バリアは、本発明による電気的特性の要請及び疲労耐性を満足す
るのに必要な厚さを有し得る。
【００３６】
　金属防水バリアは、好ましくは、銅、鋼鉄、またはアルミニウム、たとえば、より好ま
しくは容易に溶接することのできる金属からなる導電性金属材料から形成される。
【００３７】
　金属防水バリアの最も好ましいデザインは、管であり、金属防水バリアは、金属管、特
に銅から作成された管であるのが好ましい。
【００３８】
　金属防水バリアは、電気導体の絶縁物の周りに巻くことのできる金属のストリップから
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得ることができる。金属ストリップは、さらに長手方向に溶接されて溶接金属管を形成す
る。
【００３９】
　金属防水バリア（すなわち金属管）は、半導電性接着剤層及び金属防水バリア（すなわ
ち、金属管）の間の、１００％隙間のない境界面を実現するように波形になっていないの
が好ましい。
【００４０】
海中電力ケーブル
　海中電力ケーブルは、一般的に特殊な絶縁体、換言すれば、一または複数の電気導体を
囲み、金属防水バリアで覆われた絶縁システムを含む。
【００４１】
　上記の絶縁体は、三層絶縁を形成するように、第１の半導電性層、上記第１の半導電性
層を囲む電気絶縁層、及び上記電気絶縁層を囲む第２の半導電性層を含む。
【００４２】
　この絶縁システムは、導体の周りに直接押し出し成形された単一の電気絶縁層を使用す
るケーブルと比較して、より高い電圧レベルで、より正確には、第１の半導電性層及び電
気絶縁層の間の境界面における電界の強さのより高いレベルで動作させることができるの
で、意義がある。
【００４３】
　他の目的は、本発明による海中電力ケーブルの三層シースの製造プロセスである。上記
プロセスは、
　ii　金属防水バリア、とりわけ金属防水バリアの外面を加熱するステップ、
　iii 金属防水バリアの周りに半導電性接着剤層を付するステップ、及び
　iv　三層シースを形成するように半導電性接着剤層の周りに半導電性ポリマージャケッ
トを付するステップ、を含む。
【００４４】
　加熱するステップiiによって、金属防水バリアと半導電性接着剤層との間の接着を強化
することができる。
【００４５】
　好ましい実施形態において、付するステップiii及び／またはivは、押し出し成形によ
って行われる。このプロセスは当業者に周知である。
【００４６】
　金属防水バリアが溶接金属管である場合には、本発明による製造プロセスは、
　i　加熱するステップii の前に、金属防水バリアとしての溶接金属管を得るために、金
属ストリップを長手方向に溶接し、溶接金属管の直径を減少させるステップ、をさらに含
む。
【００４７】
　この特別な実施形態において、溶接金属管（より一般的には金属防水バリア）を加熱す
るステップii により、ステップi に含まれる減少させるステップ（引き抜きステップ）
による残りの潤滑剤を除去することができる点が有利である。実際、直径を減少させるス
テップは、金属管の引抜を容易にするように、たとえばメタノールのような潤滑剤を使用
する。
【００４８】
　長手方向の溶接はレーザ溶接またはタングステン・イナート・ガス（ＴＩＧ）溶接で行
うことができる。
【００４９】
　一般的に、海中ケーブルの製造中に、電気導体の絶縁体の周りに金属ストリップを巻き
つけることができる。そして、直径を減少させるステップの後に、金属防水バリアは、電
気導体の絶縁体と物理的に接触する。
【００５０】
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　他の目的は、２箇所の固定点の間で海中に伸びる、本発明による海中ケーブルを含む沖
合設備である。
【００５１】
　この状況において、「沖合設備」は浮いているプラットフォーム、海底に固定されてい
るプラットフォーム、浮いている船を含むと理解すべきである。プラットフォームは、か
なわずというわけではないが主にそれによって海中の井戸から石油またはガスを取り出す
プラットフォームを指す。
【００５２】
　本発明は、以下の詳細な説明、及び説明のためだけであり、本発明を限定するものでは
ない添付の図面からより十分に理解される。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明による海中ケーブルの実施形態の断面図を表す。
【図２】図１による海中ケーブルの三層シースの製造プロセスの概要図を表す。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　簡単のために、発明を理解するのに必須の要素のみが図示されており、スケールは守ら
れていない。
【００５５】
　図１は、海中ケーブル１０の断面図を示す。海中ケーブル１０は、中心から外側に、
　撚り線導体１、
　該導体の周りに配置された第１の半導電性シールド２、
　第１の半導電性シールド２の周りに配置された、巻かれ、含浸された電気絶縁層３、
　電気絶縁層３の周りに配置された第２の半導電性シールド４、を含み、半導電性シール
ド２、電気絶縁層３、及び第２の半導電性シールド４は、三層で構成された絶縁形成シス
テムを形成し、海中ケーブル１０は、さらに、
　第２の半導電性シールド４の周りに配置された金属管５と、
　半導体製接着剤層６と、
　半導体製接着剤層６の周りに配置された半導電性ポリマージャケット７と、を含む、本
発明による三層シースを含む。
【００５６】
　上記半導電性ポリマージャケットは、海中ケーブル１０の最も外側の層であり、その結
果、海中ケーブルが海に沈められたときに海水と電気的に接触しうる。
【００５７】
　図２は、図１に記載された三層シースの製造プロセスラインを示す。水平の矢印は、プ
ロセスラインの方向を示す。
【００５８】
　１６５ｍｍの幅と０．８ｍｍの厚さを備えた銅ストリップのような金属ストリップ１１
が、ストリップを矯正し、適切な張力を与える一組の矯正ロール（図示せず）を通過する
。
【００５９】
　金属ストリップ１１は、つぎに、センタリング装置１２を使用してセンタリングされ、
正確なエッジ及び幅を達成するように、エッジ切断１３される。
【００６０】
　金属ストリップ１１は、つぎに、一組の成形ロールから成る成形ツール１４を使用して
、長手方向に隙間の開いた管を形成するようにそれ自身曲げられる。
【００６１】
　このステップの間に、同じ製造ラインにおいて、図１に記載された三絶縁層によって絶
縁された電気導体を上記の長手方向に隙間の開いた管によって囲むことができる。
【００６２】



(8) JP 2011-54566 A 2011.3.17

10

20

30

40

50

　長手方向に隙間の開いた管は、レーザ溶接装置１５、さらに、特にタングステン・イナ
ート・ガス（ＴＩＧ）溶接装置を使用して溶接することによって閉じられる。溶接は、ア
ルゴンまたはヘリウムまたはそれらの混合物からなるシールドガスを使用して、溶接継ぎ
目の酸化を防止するように管の内側及び外側の両方から行なわれるのが好ましい。
【００６３】
　得られた金属管は、長手方向に溶接された金属管５である。
【００６４】
　それ自体公知の分離クランプキャタピラ１７などが、一組の減径ダイ１８によって金属
管の直径を減少させることができるように、溶接金属管を減径ダイ１８の中に押してもよ
い。管の外径は、減径ダイ１８によって約１０％減少される。
【００６５】
　分離クランプキャタピラ１７が金属管を損傷するのを防止するように、管が正確に配置
されるのが好ましく、このため、分離クランプキャタピラ１７の前に、一組の位置合わせ
ロール１６が配置される。
【００６６】
　共押し出し成形機２０に入る前に、溶接金属管表面は、半導電性接着剤層との接着を強
化し、溶接金属管の外面の、引き抜き動作（減径ステップ）による残りの潤滑剤及びダス
トまたは他の同様の汚染を除去するように、熱風ブロワー１９によって加熱される。溶接
金属管は、上記の熱風ブロワーによって約１００℃に加熱される。したがって、金属管の
、半導電性接着剤層との非常に良好な接着が達成される。
【００６７】
　溶接金属管は、つぎに、共押し出し成形機２０を通過し、押し出し成形される半導電性
接着剤の薄い膜及び押し出し成形される半導電性ポリエチレンジャケットによって覆われ
る。
【００６８】
　共押し出し成形ステップは、第１の押し出し成形ステップに半導電性層の成形押し出し
を含み、第２の押し出し成形ステップに半導電性ポリエチレンジャケットの成形押し出し
を含む、二つの連続したステップで置き換えることができる。
【００６９】
試験
　以下に述べる種々の試験は、個々の長さが３．５ｍであり、図２による上述の製造方法
にしたがって製造された海中ケーブルのサンプルを使用して実施された。
【００７０】
　各々のサンプルの三層シースは、
　厚さが０．８ｍｍであり直径が４７ｍｍである銅管であって、規格EN 13599:2002 にお
いてCW020A とされる電気用途用の銅ストリップであり、Aurubis and Wieland など様々
なサプライヤーによって商品化されている銅ストリップから得られる銅管と、
　厚さ０．３ｍｍの半導電性ホットメルト接着剤層であり、N 2910 BG の、重量で１５%
の Yparex 0H085との混合物である接着剤層と、
　厚さ５ｍｍであり、DHDA-7708 Black から得られる、半導電性ポリエチレン材料のジャ
ケットと、から構成される。
【００７１】
　IEC 60840 annex G に基づく測定技術にしたがって、銅管と半導電性ポリエチレンジャ
ケットとの間の体積抵抗率が定められる。得られた体積抵抗率は、２０℃において１Ωｍ
よりも低い。
【００７２】
　IEC 60840 annex G によれば、半導電性ポリエチレンジャケットの溶接銅管への接着は
、剥離試験によって測定される。この基準によって得られた剥離強さは、５Ｎ／ｍｍより
も高い。後に説明する実施形態で得られた値は１４Ｎ／ｍｍである。
【００７３】
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　したがって、半導電性ポリエチレンジャケットは、長手方向に溶接された銅管に強く結
合される。
【００７４】
　回転曲げ試験によれば、三層シース（すなわち、ラミネート）は、鉛シースのケーブル
と比較して疲労特性、すなわち、ラミネート内の固定されたひずみにおける故障までのサ
イクル数が強化されている。さらに試験によると、半導電性接着剤層が存在せず、半導電
性ポリエチレンジャケットと溶接銅管との間の接着が良好でないと、局所的な応力集中が
生じるので、故障までのサイクル数は減少することが示された。したがって、半導電性接
着剤層により、溶接銅管と半導電性ポリエチレンジャケットとの間の強い接着が、三層シ
ースの疲労寿命を大幅に向上させる。
【００７５】
　したがって、海中電力ケーブルの三層シースは、優れた疲労特性と十分な電気負荷搬送
容量を提供する。
　

【図１】 【図２】
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